
地域医療構想策定ガイドラインと医療法 

 

３．都道府県知事による対応 

○ 今回の医療法改正等により、都道府県知事は地域医療構想の実現に向けて以下の対応

が可能とされたことから、地域医療の実情を把握し、医療審議会や地域医療構想調整会

議を円滑に運営させることにより、適切に対応することが必要である。 

 

（１）病院・有床診療所の開設・増床等への対応 

○ 病院・有床診療所の開設・増床等の許可の際に、不足している病床の機能区分に係

る医療の提供という条件を付することができる（指定都市にあっては、指定都市の市

長に当該条件を付するよう求めることができる）（医療法第７条第５項）。 

 

第七条 

５ 都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更

の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変

更の許可の申請に対する許可には、当該申請に係る病床において、第三十条の十三第一項に規

定する病床の機能区分（以下この項において「病床の機能区分」という。）のうち、当該申請に

係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域（第三十条の四第一項に規定する医療計画（以下

この項及び次条において「医療計画」という。）において定める第三十条の四第二項第七号に規

定する構想区域をいう。）における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において

定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数の必要量に達していないものに係

る医療を提供することその他の医療計画において定める同号に規定する地域医療構想の達成の

推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。 

 

  

追加資料 



（２）既存医療機関が過剰な病床の機能区分に転換しようとする場合の対応 

○ 過剰な病床の機能区分に転換しようとする理由等を記載した書面の提出を求めるこ

とができる（医療法第30 条の15 第１項）。 

○ 当該書面に記載された理由等が十分でないと認めるときは、地域医療構想調整会議

における協議に参加するよう求めることができる（同条第２項）。 

○ 地域医療構想調整会議における協議が調わないとき等は、都道府県医療審議会に出

席し、当該理由等について説明をするよう求めることができる（同条第４項）。 

○ 地域医療構想調整会議における協議の内容及び都道府県医療審議会の説明の内容を

踏まえ、当該理由等がやむを得ないものと認められないときは、都道府県医療審議会

の意見を聴いて、過剰な病床機能に転換しないことを公的医療機関等に命令すること

ができる。なお、公的医療機関等以外の医療機関にあっては、要請することができる

（同条第６項及び第７項）。 

 

第三十条の十五 都道府県知事は、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機

能と基準日後病床機能とが異なる場合その他の厚生労働省令で定める場合において、当該報告

をした病床機能報告対象病院等（以下この条及び次条において「報告病院等」という。）の所

在地を含む構想区域における病床機能報告対象病院等の病床の当該報告に係る基準日後病床機

能に係る病床の機能区分に応じた数が、医療計画において定める当該構想区域における当該報

告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた将来の病床数の必要量に既に達して

いるときは、報告病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告に係る基準日病床機能と基準日

後病床機能とが異なる理由その他の厚生労働省令で定める事項（以下この条において「理由等」

という。）を記載した書面の提出を求めることができる。  

２ 都道府県知事は、前項の書面に記載された理由等が十分でないと認めるときは、当該報告病

院等の開設者又は管理者に対し、協議の場における協議に参加するよう求めることができる。 

３ 報告病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、

これに応ずるよう努めなければならない。 

４ 都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で

定めるときは、当該報告病院等の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、当

該理由等について説明をするよう求めることができる。 

５ 報告病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、

都道府県医療審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう努めなければならない。 

６ 都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容及び第四項の説明の内容を踏まえ、

当該理由等がやむを得ないものと認められないときは、報告病院等（第七条の二第一項各号に

掲げる者が開設するものに限る。）の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を

聴いて、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能を当該報告に係る基準

日後病床機能に変更しないことその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

７ 前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場

合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する報告病院等について準用す

る。この場合において、前項中「命ずる」とあるのは、「要請する」と読み替えるものとする。 



 

※ 第七条の二第一項各号に掲げる者（公的医療機関等） 

一 第三十一条に規定する者（公的医療機関：都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める

者の開設する病院又は診療所） 

二 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）の規定に基づき設立された共済

組合及びその連合会 

三 地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）の規定に基づき設立された共

済組合 

四 前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律に基づき設立された共済組合及びその連合

会 

五 私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）の規定により私立学校教職員

共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団 

六 健康保険法（大正十一年法律第七十号）の規定に基づき設立された健康保険組合及びその

連合会 

七 国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）の規定に基づき設立された国民健康保

険組合及び国民健康保険団体連合会 

八 独立行政法人地域医療機能推進機構 

 

  



（３）地域医療構想調整会議における協議が調わない等、自主的な取組だけでは不足してい

る機能の充足が進まない場合の対応 

○ 都道府県医療審議会の意見を聴いて、不足している病床の機能区分に係る医療を提

供すること等を公的医療機関等に指示することができる。なお、公的医療機関等以外

の医療機関にあっては、要請することができる。 

 

第三十条の十六 都道府県知事は、医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するため

に必要な事項について、協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定め

るときは、構想区域等における病床機能報告対象病院等（第七条の二第一項各号に掲げる者が

開設するものに限る。）の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病

床の機能区分のうち、当該構想区域等に係る構想区域における病床の機能区分に応じた既存の

病床数が、医療計画において定める当該構想区域における将来の病床数の必要量に達していな

いものに係る医療を提供することその他必要な措置をとるべきことを指示することができる。 

２ 前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場

合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する病床機能報告対象病院等に

ついて準用する。この場合において、前項中「指示する」とあるのは、「要請する」と読み替

えるものとする。 

 

  



（４）稼働していない病床への対応 

○ 病床過剰地域において、公的医療機関等が正当な理由がなく病床を稼働していない

ときは、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該病床の削減を命令することができ

る（医療法第７条の２第３項）。なお、公的医療機関等以外の医療機関にあっては、

病床過剰地域において、かつ医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合におい

て、正当な理由がなく病床を稼働していないときは、都道府県医療審議会の意見を聴

いて、当該病床の削減を要請することができる（同法第30 条の12 第１項）。 

また、実際には、病床の稼働状況は病床機能報告制度において病棟単位で把握する

ことが可能であることから、病棟単位で病床が稼働していないことについて正当な理

由がない場合に、当該対応を検討することが適当である。 

 

第七条の二 

３ 都道府県知事は、第一項各号に掲げる者が開設する病院（療養病床又は一般病床を有するも

のに限る。）又は診療所（前条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。）の所在地を含

む地域（医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域をいう。）におけ

る療養病床及び一般病床の数が、同条第六項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画にお

いて定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既に超えている場合において、

当該病院又は診療所が、正当な理由がなく、前条第一項若しくは第二項の許可に係る療養病床

等又は同条第三項の許可を受けた病床に係る業務の全部又は一部を行つていないときは、当該

業務を行つていない病床数の範囲内で、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、病床

数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとるべきことを命ずることができる。 

第三十条の十二 第七条の二第三項から第六項までの規定は、医療計画の達成の推進のため特に

必要がある場合において、同条第一項各号に掲げる者以外の者が開設する病院（療養病床又は

一般病床を有するものに限る。）又は診療所（第七条第三項の許可を得て病床を設置するもの

に限る。）について準用する。この場合において、第七条の二第三項中「命ずる」とあるのは

「要請する」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前項」と、「病床数及び当該申請に係

る病床数」とあるのは「病床数」と、同条第五項中「第一項から第三項まで」とあり、及び同

条第六項中「第一項若しくは第二項の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない

処分をし、又は第三項」とあるのは「第三項」と、同項中「命令しよう」とあるのは「要請し

よう」と読み替えるものとする。  

２ 都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第七条の二第三項の規定による要請を受

けた病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じて

いないと認めるときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会

の意見を聴いて、当該措置をとるべきことを勧告することができる。 

３ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた病院又は診

療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

 

  



※ 要請又は命令・指示に従わない場合の対応について（医療法第27 条の２、第28 条、第

29 条第３項等） 

公的医療機関等が上記の命令・指示に従わない場合には、医療機関名の公表、地域医

療支援病院の不承認又は承認取消し、管理者の変更命令等の措置を講ずることができる。

なお、公的医療機関等以外の医療機関が、正当な理由がなく、要請に従わない場合には

勧告を、許可に付された条件に係る勧告に従わない場合には命令をそれぞれすることが

でき、当該勧告等にも従わない場合には医療機関名の公表、地域医療支援病院の不承認

又は承認取消し、管理者の変更命令等の措置を講ずることができる。 

 

第七条の二 

７ 都道府県知事は、第三項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院又は

診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

第二十七条の二 都道府県知事は、病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、

第七条第五項の規定により当該許可に付された条件に従わないときは、当該病院又は診療所の

開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該条件に従

うべきことを勧告することができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者が、正

当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該病院又は診療所の開設者又

は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該勧告に係る措置を

とるべきことを命ずることができる。 

３ 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院又は診

療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

第二十八条  都道府県知事は、病院、診療所又は助産所の管理者に、犯罪若しくは医事に関する

不正行為があり、又はその者が管理をなすのに適しないと認めるときは、開設者に対し、期限

を定めて、その変更を命ずることができる。 

第二十九条 

３ 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地域医療支援病院の承認

を取り消すことができる。 

五 地域医療支援病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二十七条の二第二項又は第

三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。 

六 地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定

に基づく勧告に従わなかつたとき。 

七 地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わ

なかつたとき。  

第三十条の十七 都道府県知事は、第三十条の十五第七項において読み替えて準用する同条第六

項又は前条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定による要請を受けた病床機能

報告対象病院等の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていな

いと認めるときは、当該病床機能報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審

議会の意見を聴いて、当該措置を講ずべきことを勧告することができる。 



第三十条の十八 都道府県知事は、第三十条の十五第六項の規定による命令、第三十条の十六第

一項の規定による指示又は前条の規定による勧告をした場合において、当該命令、指示又は勧

告を受けた病床機能報告対象病院等の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨

を公表することができる。 

 

＜まとめ＞ 

（１）病院・有床診療所の開設・増床等 

   許可への条件付与（不足する病床の機能区分に係る医療を提供するよう） 

→勧告→命令（☆）→公表 

（２）既存医療機関による過剰な病床の機能区分への転換 

   公的医療機関等：転換しないよう命令（☆）→公表 

   公的医療機関等以外：転換しないよう要請→勧告（☆）→公表 

（３）既存医療機関による不足する病床の機能区分への転換 

   公的医療機関等：転換するよう指示（☆）→公表 

   公的医療機関等以外：転換するよう要請→勧告（☆）→公表 

（４）稼働していない病床 

   公的医療機関等：削減するよう命令（☆）→公表 

   公的医療機関等以外：削減するよう要請→勧告（☆）→公表 

 

※ （☆）は、地域医療支援病院の承認取消し要件。 

※ 管理者の変更命令ができるのは、管理者に、犯罪若しくは医事に関する不正行為が

あり、又はその者が管理をなすのに適しないと認めるとき。 


